
川崎市医療的ケア児連絡調整会議の概要 

１ 趣旨 

平成２８年６月３日の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児

童福祉法の一部を改正する法律」の施行に伴い、児童福祉法第 56 条の 6 第 2 項の規定及び同日

に国から発出された「医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推

進について（通知）」【別添１】により、都道府県・指定都市において開催することができるとさ

れている医療的ケア児支援の協議の場【別添２】を、川崎市においては要綱【別添３】に基づく

「連絡調整会議」として組織。 

連絡調整会議とは、複数の関係者が共同して事業等を推進するに当たり、事業実施者、関係団体

の代表者、一定の専門性を有し事業に関わるもの等が、情報共有、意見調整、実施方針や実施手法

の確認などを行うため、関係者間の連絡調整の場として開催 

２ 連絡調整会議の役割 

(1) 内容 

地域における保健、医療、福祉、教育等の医療的ケア児支援に関わる行政機関や事業所等の

関係機関のネットワークを構築し、医療的ケア児の支援体制に関する課題の共有や情報交換を

行うとともに、地域の実情に応じた対応策について協議することが主な役割。 

(2)組織形態 

・外部委員１２名程度、行政事務局１２名程度 ⇒ 構成員【別添４】のとおり 

  ・任期は２年を予定 

 (3)主な議題 

・本市における医療的ケア児の現状について 

   ・医療的ケア児に係る支援体制における課題について 

   ・医療的ケア児を支援する体制整備の構築について 

３ 今後のスケジュールについて 

   ・平成３０年１１月２７日（火） 第１回連絡調整会議開催予定 



児童福祉法（抜粋）

第５６条の６第２項

地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営む

ために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、

医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その

他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、

必要な措置を講ずるように努めなければならない。

医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進に

ついて（抜粋）

７関係機関等の連携に向けた施策

（１） 医療的ケア児とその家族を地域で支えられるようにするため、保健、

医療、福祉、教育等の医療的ケア児支援に関わる行政機関や事業所等の担当者が

一堂に会し、地域の課題や対応策について継続的に意見交換や情報共有を図る

協議の場が必要である。そのため、地域において協議の場を設置し、定期的に開

催することをお願いする。

協議の場については、（自立支援）協議会、医療的ケア運営協議会、慢性疾病

児童等地域支援協議会、地方版子ども・子育て会議等の既存の会議の枠組みを活

用することも考えられる。また、都道府県単位の設置・開催だけでなく、二次医

療圏や障害保健福祉圏域、市町村単位の設置・開催も想定されるので、地域の実

情に応じて検討することをお願いする。
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川崎市医療的ケア児連絡調整会議開催運営等要綱

（３０川健障計第３０３号健康福祉局長決裁）

（趣旨）

第１条 この要綱は、川崎市医療的ケア児連絡調整会議（以下「調整会議」という。）の運営に

関し、必要な基本事項を定める。

（設置主体）

第２条 調整会議の設置主体は、川崎市健康福祉局とする。

（所掌事項）

第３条 調整会議は、医療的ケア児の支援体制の推進に関し、次の事項について、関係者間の意

見調整や実施手法の確認等の連絡調整の場として開催する。

（１） 支援の現状と課題の整理・情報共有に関すること

（２） 支援のための体制整備に関すること

（３） その他必要な事項に関すること

（委員）

第４条 調整会議の委員は、次に掲げる者に就任を依頼する。

（１）団体関係者

（２）福祉関係者

（３）行政関係者

（４）その他関係者

（運営）

第５条 調整会議は必要に応じて開催し、健康福祉局障害計画課長が主宰する。

２ 調整会議は、必要があると認められたときは、検討課題等に応じて作業部会を設置すること

ができる。

（庶務）

第６条 調整会議の庶務は、健康福祉局障害保健福祉部障害計画課において処理する。

（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、健康福祉局長が定

める。

附 則

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

別添３
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【外部委員】

種別 所属

1 関係団体 医師会

2 医師会（小児科医会）

3 看護協会

4 障害者団体

5 医療機関 医療型障害児入所施設（ソレイユ川崎）

6 訪問看護ステーション

7 療育センター

8 福祉事業所 児童発達支援事業所

9 障害者相談支援センター

10 病院 川崎病院

11 日本医科大学

12 聖マリアンナ医科大学

【行政委員】

役　　職 備考

1 地域包括ケア推進室 担当課長

2 障害保健福祉部障害計画課 担当課長

3 保健医療政策室 担当課長

4 地域リハビリテーション 所長

5 子育て推進部運営管理課 課長

6 こども支援部こども保健福祉課 課　長

7 地域みまもり支援センター地域支援担当 担当課長 代表１名

8 保健福祉センター高齢障害課 課長 代表１名

9 病院局 経営企画室 担当課長

10 学校教育部指導課（支援学校担当） 担当課長

11 学校教育部健康教育課 課長

12 総合教育センター特別支援教育センター 室　長

医療的ケア児連絡調整会議委員名簿

所　　　　　　　属

区役所

こども未来局

健康福祉局

教育委員会事務局


